
 1



 2



 3



 4



 5



 6



 7



 8



平成 21 年 3 月 16 日
厚生労働省老健局介護保険課

介 護 保 険 最 新 情 報
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平成２１年３月１９日 

 

北九州市保健福祉局 

                             介護保険課 

 

要介護認定の見直しにかかる周知及び研修について 

 
 

１ 市民への周知 

  ・要介護認定の申請（更新）をした被保険者への説明 
   訪問調査員が、訪問調査実施時に対象者（被保険者）に対して見直しに 

   関する説明文書を交付し、口頭による説明を行う。 

 

２ 事業者への周知 

  ・研修参加への促進 
   福岡県主催の事業者向け（居宅介護支援事業所及び介護保険施設）研修開催 

   の周知を行い、研修への参加を促した。 

  ・文書による周知 
   見直しに関する文書を、事業者（居宅介護支援事業所及び介護保険施設）に 

   対して通知する。（３月２４日発送予定） 

   

 

３ 研修の実施状況 

  実施回数：47回（実施予定分含む、延べ） 

 

  ・訪問調査員（市嘱託員及び市福祉事業団職員） 

   ⇒ 開催回数：６回 ※一人あたり２回受講 

  ・北九州市認定審査会委員 

   ⇒ 開催回数：１６回 ※一人あたり２回受講 

  ・地域包括支援センター職員 

   ⇒ 開催回数：３回 

  ・ケアマネジャー（居宅介護支援事業所及び介護保険施設） 

   ⇒ 開催回数：５回 
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